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   白井市障害者職場実習奨励金交付要綱  

 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、市内に居住する障害者を職場実習に受け入れ

た事業主に対し、予算の範囲内において、白井市補助金等交付規

則（平成元年規則第１０号）及びこの要綱に基づき、職場実習奨

励金（以下「奨励金」という。）を交付することにより、障害者

理解を促進し、雇用機会の拡大を図ることを目的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(1) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。  

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者  

イ 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和６２年１月６日障第３

２９号）により療育手帳の交付を受けている者  

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項に規定する精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている者  

エ その他同程度の障害があると市長が認める者  

(2) 障害者福祉施設 次のいずれかに該当する施設をいう。  

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

に基づく就労移行支援又は就労継続支援の事業者  

イ 法第５条第２６項に規定する地域活動支援センターで就



労支援を行っている事業者  

(3) 職場実習 職場における作業手順、知識及び技能を修得させ、

作業環境に適応させるための訓練をいう。  

(4) 事業主 法人等の代表者及び事業を営む個人をいう。  

（交付対象者等）  

第３条 奨励金は、次の各号に掲げる者の紹介により、市内に居住

する障害者を職場実習に５日以上、かつ、１日の実習時間が４時

間以上で受け入れた事業主に交付する。  

(1) 障害者福祉施設  

(2) 特別支援学校  

(3) その他市長が適当と認めた者  

２ 障害者福祉施設又は特別支援学校は、職場実習期間中につき、

必要に応じて実習援助者を付けるものとする。  

（奨励金の額等）  

第４条 奨励金の額は、職場実習に受け入れた障害者１人につき２

万円とする。  

２ 事業主が同一の障害者を２回以上職場実習に受け入れたときは、

２回目以降の職場実習については、奨励金を交付しない。  

３ 障害者が同一年度内に複数回の職場実習を行う場合は、２回目

以降の職場実習については、奨励金の交付対象としない。  

（交付の申請）  

第５条 奨励金の交付を申請しようとする者は、職場実習終了後３

箇月以内かつ当該年度内に白井市障害者職場実習奨励金交付申請

書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。  

(1) 白井市障害者職場実習内容報告書（別記第２号様式）  

(2) その他市長が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第６条 市長は、前条の規定による奨励金の交付申請があったとき

は、速やかに交付の可否を決定し、白井市障害者職場実習奨励金



交付決定（却下）通知書（別記第３号様式。以下「決定通知書」

という。）により申請者に通知するものとする。  

（交付の請求）  

第７条 前条の規定により通知を受けた者が、奨励金の交付を受け

ようとするときは、白井市障害者職場実習奨励金交付請求書（別

記第４号様式）に決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなけ

ればならない。  

（交付決定の取消し等）  

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若

しくは一部を返還させることができる。  

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付決定又は交付を

受けたとき。  

(2) この要綱に違反したとき。  

(3) その他市長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。  

（職場実習状況の調査）  

第９条 市長は、奨励金の交付を受けた事業主に対して、障害者の

職場実習の状況に関する調査を行い、書類等の提出を求めること

ができる。  

（補則）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則  

 この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。  

   附 則（平成３０年１２月１日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。



別  記  

第１号様式（第５条関係）  

白井市障害者職場実習奨励金交付申請書  

      

  年   月   日  

 

（宛先）白井市長  

             住  所  

             氏  名             

             電  話  

 

 

 白井市障害者職場実習奨励金交付要綱第５条の規定により、

次のとおり申請します。  

記  

申請金額              円  

事業内容  
 

従業員数   

職

場

実

習

等  

実習場所・所在地   

実習期間  

令和  年  月  日から  

令和  年  月  日まで  

日間  

実

習

者

名  

氏   名   

住   所   

生年月日     年   月   日生（  歳）  

障害の種別  

1 身体障害者  

2 知的障害者  

3 精神障害者  

4 その他（         ）  

法人その他の団体にあっては、事務所又は
事業所の所在地、名称及び代表者の氏名 



第２号様式（第５条第１号関係）  

白井市障害者職場実習内容報告書  

 

実習者氏名：  

 

実習日  実習時間帯  実習内容（具体的に記入）  

年  月  日（  ）  

時  分  

から  

時  分  

 

年  月  日（  ）  

時  分  

から  

時  分  

 

年  月  日（  ）  

時  分  

から  

時  分  

 

年  月  日（  ）  

時  分

から  

時  分  

 

年  月  日（  ）  

時  分  

から  

時  分  

 

備考  

※用紙が足りない場合は複写してご利用ください  



第３号様式（第６条関係）  

白井市障害者職場実習奨励金交付決定（却下）通知書  

               白井市社指令第    号  

 令和   年   月   日  

 

 様  

 

              白井市長        □印  

 

     年   月   日付けで申請のあった職場実習奨励金

交付申請については、次のとおり決定（却下）したので通知し

ます。  

 

１  決定  

交付金額  金         円  

実習期間  
令和  年  月  日から令和  年  月  日  

     日間  

実習場所    

実習者氏名    

 

２  却下  

却下の理由   

 



第４号様式（第７条関係）  

白井市障害者職場実習奨励金交付請求書  

  年   月   日  

 

（宛先）白井市長  

             住  所  

             氏  名             

             電  話  

 

 

 

    年   月   日付けで交付決定通知のあったこのこと

について、次のとおり請求します。  

 

請求金額  金          円  

振 
 

込 
 

先 

銀行         店  

１普通  

２当座  
口座番号   

口座名義  

ﾌﾘｶﾞﾅ  

 

 

 

法人その他の団体にあっては、事務所又は
事業所の所在地、名称及び代表者の氏名 


